
 

 

瀬 戸 内 契 第 ５ ４ 号 

平成２７年５月２９日 

 

入札参加資格審査申請者  様 

 

瀬戸内市長  武 久 顕 也 

(公 印 省 略) 

 

建設工事に係る入札制度及び留意事項について 

 

平素は、瀬戸内市の建設行政につきまして格別のご理解とご支援を賜り、厚くお

礼申し上げます。 

さて、平成 27 年 6 月以降に瀬戸内市が発注する建設工事に係る入札制度及び留意

事項について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 前年度からの変更点について 

 

１）積算疑義申立手続きについて（試行） 

平成 27 年 6 月以降に発注する工事のうち、予定価格 20,000 千円（税込）以上

の工事（建築工事等を除く）について、入札のより一層の透明性・公平性を確保

するため、開札後（落札決定前）に金入り設計書を公開し、入札参加者は積算に

係る疑義申立をすることができる制度を導入します。 

詳細は別添のとおりです。 

 

２）最低制限価格について 

・最低制限価格は、電子入札システムへ入札金額等に併せて登録した 3桁の数字

「くじ番号」と入札金額を受理した時刻のミリ秒「到着ミリ秒」を利用して、

次の計算式を用いて工事ごとに決定します。 

最低制限価格(税抜)＝予定価格算出の基礎となった設計金額(税抜)×

(最低制限価格基準率－(0.004X＋0.0004Y）） 〈千円未満切り捨て〉 

ただし、X及び Yは、0から 9までの 1単位の変数です。 

・最低制限価格基準率は 0.87 とします。 

・電子入札システムで、再入札・再々入札の場合の最低制限価格は、これまで

はその都度再計算していましたが、今後発注する工事の入札からは再計算し

ません。（当初の最低制限価格のまま。） 



 

 

３）建設工事成績評定の見直しについて 

・平成 27 年 6 月以降発注の工事から、国土交通省や県を参考に同様の基準によ

る新しい工事成績評定を試行的に導入します。このため、新しい評定方法に基

づく評定結果は、国や県と同じ、数値（評定点は、基準点（65 点）±α の点

数）による評定方法となります。 

・なお、新しい工事成績評定は、試行期間を経て必要な見直しを行った後に、施

行（本格運用）する予定です。したがって、試行期間中は、国や県が行ってい

る請負者への評定結果の通知はしません。 

 

４）現場施工体制確認の実施要領等の制定について 

請負者による適切な施工体制の確保は、公共工事の品質確保の前提となるもの

であり、さらに、建設工事の施工に携わる技術者の役割は非常に重要であること

から、別添のとおり「現場施工体制確認の実施要領」及び「現場施工体制確認の

処理要領」を制定し、施工体制点検の強化を図ることとします。 

 

５）水道配水用ポリエチレン管工事に係る入札参加資格要件について 

平成 28 年度以降は、水道配水用ポリエチレン管工事については、入札参加資

格として、配水用ポリエチレンパイプシステム協会の水道配水用ポリエチレン

管・継手施工技術講習を受講し修了していることを資格要件とするため、平成

28 年度入札参加資格審査申請の際には、講習会の受講証及び修了証の写しの添

付が必要となります。 

なお、平成 27 年度は経過措置とするため、当該資格は求めません。 

 

６）指名停止基準の見直し 

瀬戸内市建設工事等請負業者指名停止要綱において、別添のとおり指名停止基

準を追加します。 

 

７）入札金額の内訳書の提出について 

この４月から入札時に内訳書の提出を求めているところですが、次のとおり補

足します。 

・同一日に複数件の入札に参加する者が想定されることから、提出する内訳書

には「工事名」「入札者名」を必ず記載して下さい。 

・記載箇所は、内訳書の欄外でも別紙（表紙）でも結構です。 

・同一日に複数件の入札に参加しない場合でも必ず記載して下さい。 

・記載がない場合は、工事件名の誤記や入札金額と内訳書の総額の不一致があ

る場合と同様に失格とします。 

 



 

 

 

２ 本市の入札制度等について（変更なし） 

 

１）一般競争入札（制限付）について 

・対象工事は予定価格 50,000 千円（税込）以上の建設工事とします。 

・ただし、緊急を要する場合その他市長が特に認めた場合は、この限りではあり

ません。 

・一般競争入札については、入札参加者が公告や市ホームページ等で案件を閲覧

することになりますので、日ごろから入札情報に気をつけてください。 

 

２）電子入札の導入について 

平成 24 年 6 月から「おかやま電子入札共同利用システム」を用いて、電子入

札を実施しています。 

詳細は、下記ホームページを参照してください。 

http://www.city.setouchi.lg.jp/kurashi/bijinesusangyo/nyusatsukeiyaku/nyusatsuk

eiyakuseido/1421648768759.html 

 

３）予定価格の公表について 

・予定価格が 5,000 千円（税込）未満の工事については、事前公表とします。 

・予定価格が 5,000 千円（税込）以上の工事については、事後公表とします。 

 

 ４）指名業者について 

指名業者名は事後公表とします。 

 

５）市内の支店または営業所の取扱いについて 

市内の支店または営業所は準市内業者とし、市内に本社がある業者とは異なる

随意指名とします。 

 

６）入札辞退の届出について 

指名通知のあった工事において、技術者等の配置が困難な場合等は契約が締結

できないので、電子入札の入札受付締切日時までに、電子入札システムにより入

札辞退を届け出てください。 

 

 ７）落札可能届の提出について 

・電子入札で、同一日に複数の案件を応札する場合にあって、配置可能な技術者

等の数を超える件数の入札案件に応札する場合は、開札日の前日までに落札可

能届（様式第 1号）を提出してください。なお、開札日の前日が瀬戸内市の休 

http://www.city.setouchi.lg.jp/kurashi/bijinesusangyo/nyusatsukeiyaku/nyusatsukeiyakuseido/1421648768759.html
http://www.city.setouchi.lg.jp/kurashi/bijinesusangyo/nyusatsukeiyaku/nyusatsukeiyakuseido/1421648768759.html


 

 

 

日を定める条例（平成 16 年瀬戸内市条例第 2号）に規定する市の休日（以下

「休日」という。）に当たるときは、休日直前の休日でない日までに落札可能

届を提出してください。 

・落札可能届の提出がなく、落札者又は落札候補者となった後に、技術者等の不

足を理由に落札者又は落札候補者を辞退した場合は、文書等による警告又は注

意を行います。 

・開札の結果、落札可能届に記載された案件について、落札件数が落札可能件数

に達した場合は、以後の案件の応札は辞退したものとみなし、提出された入札

書を無効とします。 

 

８）指名競争入札における無断欠席の取扱いについて 

・電子入札で、入札辞退を届け出ず、入札金額の登録を行わなかった場合は無断

欠席とみなし、文書注意とします。 

・ただし、当該無断欠席の日の前 1年以内に無断欠席を行っていた場合は、指名

停止としますので、無断欠席しないよう注意してください。 

                                                 

９）落札決定から契約締結までの期限について 

落札決定の日から 14 日以内に契約書を作成し、契約の締結をしてください。 

 

10）入札参加資格審査申請書の変更届の提出について 

・既に申請済の入札参加資格審査申請書の内容が変更となった場合は、変更事項

の内容及び関係添付書類(資格証明等)の写しを添付して、必ず変更届を提出し

てください（許可申請、変更届・廃業届等、役員・技術者の変更・新規雇用に

よる追加・退職による減員等）。 

・変更届が提出されていない場合、指名停止基準に基づき指名停止となることが

ありますので留意してください。 

 

 

３ 留意事項 

１）工事請負契約の前金払について 

・工事請負契約の前金払は、請負代金額の 10 分の 4以内とします。 

・請負代金額が 10,000 千円以上の工事は、部分払に代えて中間前金払を選択す

ることができます。 

※中間前金払とは、工事着手時に支払う請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金に加えて、

工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の2以内を前払金として支払うものであり、

受注者は前払金として請負代金額の最大10分の6まで受け取ることができる制度です。 



 

 

 

２）工事現場の安全管理の徹底について 

工事現場の安全管理措置が不適切であり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じ

させ、又は損害を与えたと認められるとき、工事関係者に死亡者や負傷者を生じ

させたと認められるとき等、指名停止基準に該当する場合は指名停止となります

ので、工事現場の安全管理の徹底に努めてください。 

 

３）現場代理人の取扱いについて 

・瀬戸内市発注工事における現場代理人については、「瀬戸内市発注工事におけ

る現場代理人取扱要領」により取り扱うこととします。 

・詳細は、平成２５年度「建設工事に係る入札制度及び留意事項について」の

P.7「瀬戸内市発注工事における現場代理人の取扱いについて」を参照してく

ださい。 

 

４）現場代理人の常駐緩和（兼務）について 

・「瀬戸内市発注工事における現場代理人取扱要領」に基づき、一定の要件を満

たす場合は、現場代理人の兼務を認めることとします。 

・詳細は、「瀬戸内市発注工事における現場代理人の取扱いについて」を参照し

てください。 

 

５）監理技術者等の配置について 

・主任技術者又は監理技術者（以下、「監理技術者等」という。）は、工事を請け

負った建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを要件とします。 

・発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設

業者から入札の申込のあった日（指名競争に付す場合であって、入札の申込を

伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書

の提出のあった日）以前に３ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。 

・恒常的な雇用関係については、監理技術者資格者証の交付年月日若しくは変更

履歴又は健康保険証の交付年月日等により確認をします。 

・工事一件の請負金額（税込）2,500 万円（建築一式工事の場合は 5,000 万円）

以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、工事現場

毎に専任の監理技術者等を置かなければなりません。なお、専任の技術者の配

置は下請工事であっても必要です。 

・一人の技術者等が同一工事の現場代理人と監理技術者等を兼務することは可能

です。なお、現場代理人の取扱いについては、前述の 3）、4）を参照ください。 

・下請金額の合計が 3,000 万円（建築一式工事の場合は 4,500 万円）以上の工事

を発注する場合については、特定建設業の許可が必要になります。 



 

 

 

・下請金額の合計が 3,000 万円（建築一式工事の場合は 4,500 万円）以上となる

場合については、工事現場には専任の監理技術者を配置しなければなりません。 

 

６）営業所の専任技術者の配置について 

・営業所の専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求め

られています。原則として工事現場に配置（技術者や一般作業員としても）す

ることはできません。 

（注）特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現

場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営

業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、

当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術

者等となった場合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているも

のとして取扱うこととされていますが、これは例外的に承認されることなので留意し

てください。 

・「瀬戸内市発注工事における現場代理人取扱要領」に基づき、営業所の専任技

術者は現場代理人になれません。 

・請負金額（税込）2,500 万円(建築一式工事の場合 5,000 万円)未満の場合、専

任を要しない工事の主任技術者になることは特例として可能です。 

・請負金額（税込）2,500 万円(建築一式工事の場合 5,000 万円)以上の場合、専

任を要する工事の主任技術者または監理技術者にはなれません。 

 

７）工事外注計画と下請契約の予定額について 

工事外注計画としては受注前に立案される概略のものから、着手時における

詳細なものまで考えられます。適宜計画を作成し、下請負の予定額が 3,000 万

円（建築一式工事の場合 4,500 万円）以上となるか否かを把握し、監理技術者

等の設置の要否を判断してください。 

 

８）下水道工事の推進工事技士の配置について 

下水道工事において推進工事作業中は、推進工事技士の資格を有する者（元請

又は下請を問わない）を現場に常駐配置することを要件とします。 

 

 

●担当課 

 瀬戸内市役所 総務部 契約管財課 ℡0869-22-3906 


